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令和 2年 4月 15日以降の市立幼稚園の対応について（依頼） 

  

平素より、教育行政にご理解とご協力を賜り感謝いたします。 

 さて、令和２年４月１０日付名保幼第９１号においても登園の自粛について

依頼しているところですが、市内において新型コロナウィルス感染者が発生し

たことにより、現在開園している市立幼稚園８園の開園が困難な状況となって

おります。名護市においては、開園する園を市立幼稚園２園程度に縮小して実施

することとなりましたので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

つきましては、仕事が休めない保護者で園児が一人で家にいることとなる世

帯につきましては、別紙により利用申込書を提出して下さい。 

なお、利用方法・利用対象者・利用時間等については、下記の事項をご確認下

さい。 

 上記の対応については、4月 15日（水）から 4月 24日（金）までの期間とし

ます。ただし、市内の感染の状況によっては、期間を延長する可能性があります。 

その後の対応については、電話又はメーリングサービス等でお知らせします。 

 

 

 

１ 利用時間 ①1号認定の子 8：00～14：00 

        ②2号認定の子 8：00～18：00 

＊可能な限り利用時間の短縮をお願いします。 

2 利用対象園児 仕事を休めずに園児が一人で家にいることとなる世帯の子 

3 利用申込方法 在園している幼稚園に申込書を提出 

         申込み期限：令和 2年 4月 14日（火）15：00 

4 利用可能園  申込みがあった保護者に直接連絡します。 

 5 その他    給食の提供はありません。弁当・水筒の持参をお願いしま

す。 
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